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３ 管理運営組織等 

 

（25）年俸制適用職員業績評価委員会 

① 設置の趣旨（目的）及び組織 

ア 組織設置の趣旨（目的） 

委員会は、本学年俸制適用職員の業績評価を行うとともに、評価項目及び評価方法に関する事項、評

価結果案の作成に関する事項、その他業績評価に関する事項を審議するため、平成 27 年度に設置され

た。 

イ 組織の構成及び構成員等 

本委員会は、学長が指名した理事、学長が指名した副学長及びその他学長が指名した者若干人をもっ

て組織する。 

② 運営・活動の状況 

ア 委員会等の開催状況 

令和６年度は、委員会を４回開催した。 

イ 審議された主な事項 

ⅰ） 年俸制適用職員の令和５年度の業績評価 

ⅱ） 年俸制適用職員の基本給の改定号俸案の作成 

ⅲ） 年俸制適用職員の改定号俸の改正 

ウ 重点的に取り組んだ課題や改善事項及び前年度の検討課題への取組状況等 

令和６年度は、年俸制適用の大学教員（11 人）に関して、当該教員の令和５年度の活動実績及び自己

評価に係る業績評価を行い、評価結果案を作成した。 

③ 優れた点及び今後の検討課題等 

年俸制適用職員と月給制適用職員の評価基準・評価方法の統一化に伴い、大学教員人材評価システムに

より年俸制適用職員の業績評価を行えるようにシステムの帳票出力機能を整備し、業績評価を行った。 


